
・原⼦⼒災害対策本部が策定したガイドライン（「検査計画、出荷制限等の
品⽬・区域の設定・解除の考え⽅」）に基づき、17都県で、検査計画を策定

し、野⽣⿃獣⾁のモニタリング検査を実施。

・⼀部解除（全頭検査のうえ、基準値を下回るもののみ出荷可能）
→ 県が出荷・検査⽅針を定め、安全管理体制を整備したうえで、全頭

検査を⾏い、結果が基準値（100Bq/kg）以下の個体のみ出荷可能

・解除（検査不要で出荷可能）
→ 県域⼜は地理的範囲が明確になる単位（市町村等）での解除

解除条件︓解除しようとする地域で、野⽣⿃獣の移動性、個体差、
季節変動、捕獲期間等を考慮して⼗分な検体数を確保
しつつ検査を実施し、その結果が安定して基準値を

下回っていること

○ 原⼦⼒災害対策特別措置法に基づき、現在､10県（岩⼿県･宮城県･⼭形県･福島県･栃⽊県･茨城県･群⾺県･千葉県の全域、新潟県･⻑野県の⼀
部地域）において、野⽣⿃獣⾁の出荷制限等が指⽰されている。

○ このような中、これまでに、宮城県・栃⽊県･茨城県･千葉県のイノシシ⾁、岩⼿県・宮城県･群⾺県・⻑野県のシカ⾁、⼭形県・新潟県のクマ⾁について、全
頭検査や安全確認スキームを構築した上で出荷可能とする｢⼀部解除｣を措置している。

摂取制限・出荷制限が指⽰されている地域
出荷制限が指⽰されている地域

上図は、獣種別（イノシシ、シカ、クマ）に出荷制限等が指⽰された県、指⽰⽇及び⼀部解除⽇を表記。
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【出荷制限】
イノシシ︓平成23年11⽉９⽇
クマ︓平成23年12⽉２⽇

【出荷制限】
イノシシ︓平成23年12⽉２⽇

⼀部解除 平成23年12⽉21⽇

【出荷制限】
イノシシ︓平成23年12⽉２⽇

⼀部解除 平成23年12⽉５⽇
シカ︓平成23年12⽉２⽇

【出荷制限】
クマ︓平成24年９⽉10⽇
イノシシ︓平成24年10⽉10⽇
シカ︓平成24年11⽉14⽇
⼀部解除 令和５年８⽉18⽇

【出荷制限】
クマ︓平成24年９⽉10⽇
⼀部解除 平成28年3⽉17⽇

【出荷制限】
イノシシ︓平成24年５⽉22⽇

⼀部解除 令和５年10⽉16⽇
クマ︓平成24年６⽉25⽇
シカ︓平成29年12⽉13⽇

⼀部解除 平成29年12⽉27⽇

【出荷制限】
シカ︓平成24年７⽉26⽇
⼀部解除 令和２年4⽉15⽇

クマ︓平成24年９⽉10⽇

【出荷制限】
クマ︓平成24年11⽉５⽇
⼀部解除 令和３年10⽉26⽇

【出荷制限】
イノシシ︓平成24年11⽉５⽇

⼀部解除 平成25年１⽉18⽇

【出荷制限】
（軽井沢町及び富⼠⾒町）
シカ︓平成29年12⽉７⽇

⼀部解除 平成29年12⽉7⽇

【⼀部解除により出荷可能な施設（カッコ内は施設所在地）】
〇岩⼿県（シカ⾁） １施設（⼤槌町）
〇宮城県（シカ⾁） ３施設（⽯巻市、⼥川町）

（イノシシ⾁）１施設（⼤崎市）
〇⼭形県（クマ⾁） １施設（⼩国町）
〇栃⽊県（イノシシ⾁）１施設（那珂川町）
〇茨城県（イノシシ⾁）２施設（⽯岡市、⾼萩市）
〇群⾺県（シカ⾁） １施設（⾼崎市）
〇千葉県（イノシシ⾁）13施設（勝浦市、君津市、⼤多喜町、鴨川市、

⽊更津市、茂原市、いすみ市、館⼭市）
〇⻑野県（シカ⾁） １施設（富⼠⾒町）
〇新潟県（クマ⾁） ４施設（上越市、⼗⽇町市、南⿂沼市、⽷⿂川市）

モニタリング検査の実施

出荷再開に向けたスキーム

野⽣⿃獣⾁の出荷制限等の状況（令和５年10⽉16⽇時点）
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